
議案第 １ 号 福生市行政改革推進委員会条例の一部を改正する
条例

30.3.2 総務文教

議案第 ２ 号 福生市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条
例の一部を改正する条例

30.3.2 総務文教

議案第 ３ 号 福生市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例

30.3.2 総務文教

議案第 ４ 号 福生市の一般職の職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例

30.3.2 総務文教

議案第 ５ 号 福生市の一般職の職員の給与の臨時特例に関する
条例の一部を改正する条例

30.3.2 総務文教

議案第 ６ 号 福生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例

30.3.2 市民厚生

議案第 ７ 号 福生市児童育成手当条例等の一部を改正する条例 30.3.2 市民厚生

議案第 ８ 号 福生市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため
の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条
例の一部を改正する条例

30.3.2 市民厚生

議案第 ９ 号 福生市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正
する条例

30.3.2 市民厚生

議案第 10 号 福生市介護保険条例の一部を改正する条例 30.3.2 市民厚生

議案第 11 号 福生市指定地域密着型サービスの事業の人員、設
備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例

30.3.2 市民厚生

付託委員会

４  各会期における付議事件と結果

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名

（１）第１回定例会（２月27日～３月27日） 会期29日、会議日数５日

付託年月日
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年 月 日 結    果
30.3.27 原案可決 組織改正に伴い、福生市行政改革推進委員会の庶務につ

いて処理する課を改めるため、本条例を改正しようとす
るもの。

30.3.27 原案可決 特別休暇に短期の介護休暇を加えるため、本条例を改正
するもの。

30.3.27 原案可決 基本構想審議会委員、生活困窮者就労支援員、保健師嘱
託員、副校長補佐嘱託員及び学校経営補佐嘱託員を新た
に加えるとともに、心理相談員の規定を整理するため、
本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 短時間勤務職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関す
る規定を整備するとともに、再任用職員に支給する給料
の額を改定するため、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 管理職職員の給料を減額する期間を平成30年度まで延長
するため、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律等の一部改正に伴い、必要な規定を整
理するため、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 所得税法の一部改正に伴い、引用する規定を整理するた
め、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準の一部改正に伴い、指定介護予防支援の
事業における、主治の医師等への利用者に係る情報の提
供に関する規定を加えるとともに、規定を整備するた
め、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国
民健康保険法の適用を受ける者に係る病院等に入院、入
所又は入居中の被保険者の特例に関する規定を整備する
ため、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料
率の額を定めるほか、特別控除額及び刑事施設等に拘禁
された者に係る保険料の減免に関する規定を整備するた
め、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準の一部改正に伴い、共生型地域密着型サービ
スに関する規定を加えるとともに、規定を整備するた
め、本条例を改正するもの。

主           な          内          容
議      決
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議案第 12 号 福生市指定地域密着型介護予防サービスの事業の
人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予
防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例

30.3.2 市民厚生

議案第 13 号 福生市国民健康保険条例の一部を改正する条例 30.3.2 市民厚生

議案第 14 号 福生市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 30.3.2 市民厚生

議案第 15 号 福生市都市公園条例の一部を改正する条例 30.3.2 建設環境

議案第 16 号 福生市営住宅条例の一部を改正する条例 30.3.2 建設環境

議案第 17 号 福生市総合計画条例 30.3.2 総務文教

議案第 18 号 福生市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準を定める条例

30.3.2 市民厚生

議案第 19 号 福生市生産緑地地区に定めることができる区域の
規模に関する条例

30.3.2 建設環境

議案第 20 号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更
する規約について

議案第 21 号 平成29年度福生市一般会計補正予算（第６号） 30.3.2 総務文教
建設環境
市民厚生

議案第 22 号 平成29年度福生市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第１号）

30.3.2 市民厚生

議案第 23 号 平成30年度福生市一般会計予算 30.3.2 予算特別

議案第 24 号 平成30年度福生市国民健康保険特別会計予算 30.3.2 市民厚生

付託委員会議 案 番 号 件　　　　　　　　　名 付託年月日
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年 月 日 結    果
30.3.27 原案可決 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部
改正に伴い、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事
業における身体的拘束等の適正化に関する規定を加える
とともに、規定を整備するため、本条例を改正するも
の。

30.3.27 原案可決 国民健康保険法の一部改正に伴い、市町村の国民健康保
険事業の運営に関する協議会等に関する規定を整備する
ため、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 国民健康保険事業の運営上、所得割額の税率及び被保険
者均等割額を改定するとともに、地方税法の一部改正に
伴い、課税額に関する規定を整備するため、本条例を改
正するもの。

30.3.27 原案可決 都市公園法施行令の一部改正に伴い、公園に設ける運動
施設の敷地面積の基準に関する規定を整備するため、本
条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 公営住宅法の一部改正に伴い、市営住宅入居者である認
知症患者等の収入申告義務の緩和に関する規定を整備す
るとともに、市営住宅の取壊しに伴い、戸数を変更する
ため、本条例を改正するもの。

30.3.27 原案可決 市が策定する総合計画について基本的な事項を定めるた
め、本条例を制定するもの。

30.3.27 原案可決 介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事
業に関する基準を定めるため、本条例を制定するもの。

30.3.27 原案可決 生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する
条件を定めるため、本条例を制定するもの。

30.3.2 原案可決 後期高齢者医療の保険料について、その軽減に係る経費
を各区市町村の一般財源から負担金として支弁すること
に伴い、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変
更する必要があるので、地方自治法第291条の11の規定に
基づき、本案を提出するもの。

30.3.27 原案可決 歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億4592万4000円を追加
し、予算総額をそれぞれ266億6013万7000円とするもの。

30.3.27 原案可決 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1124万6000円を追加し、
予算総額を11億4070万2000円とするもの。

30.3.27 原案可決 歳入歳出予算の総額をそれぞれ244億円とするもの。

30.3.27 原案可決 歳入歳出予算の総額をそれぞれ68億8405万7000円とする
もの。

議      決
主           な          内          容
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議案第 25 号 平成30年度福生市介護保険特別会計予算 30.3.2 市民厚生

議案第 26 号 平成30年度福生市後期高齢者医療特別会計予算 30.3.2 市民厚生

議案第 27 号 平成30年度福生市下水道事業会計予算 30.3.2 建設環境

議案第 28 号 新扶桑会館整備工事（建築）請負契約の変更につ
いて

30.3.2 総務文教

議案第 29 号 市道路線の廃止について 30.3.2 建設環境

議案第 30 号 福生市教育長の任命について

議員派遣について

報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（福生市税
賦課徴収条例の一部を改正する条例）

報告第２号 専決処分の承認を求めることについて（福生市都
市計画税条例の一部を改正する条例）

報告第３号 専決処分の承認を求めることについて（福生市国
民健康保険税条例の一部を改正する条例）

議案第31号 福生市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 30.6.8 総務文教

議案第32号 福生市都市計画税条例の一部を改正する条例 30.6.8 総務文教

議案第33号 福生市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例

30.6.8 市民厚生

付託委員会議 案 番 号

（２）第２回定例会（６月５日～６月22日） 会期18日、会議日数５日

件　　　　　　　　　名 付託年月日

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名 付託年月日 付託委員会
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年 月 日 結    果
30.3.27 原案可決 歳入歳出予算の総額をそれぞれ41億9538万円とするも

の。

30.3.27 原案可決 歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億8201万6000円とする
もの。

30.3.27 原案可決 歳入歳出予算の総額をそれぞれ14億623万7000円とするも
の。

30.3.27 原案同意 平成29年6月22日に議決された「新扶桑会館整備工事（建
築）請負契約」の契約金額と工期を変更するため、福生
市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に
関する条例第２条の規定により、本案を提出するもの。

30.3.27 原案可決 市道として管理する必要がなくなったため。

30.3.27 原案同意 川越孝洋氏を福生市教育長に任命するため、地方教育行
政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定によ
り、議会の同意を求めるもの。

30.3.27 決定 閉会中における議員派遣については議長に一任。

年 月 日 結    果
30.6.8 原案承認 地方自治法第179条第1項の規定により、福生市税賦課徴

収条例の一部を改正する条例を専決処分したため、議会
の承認を求めるもの。

30.6.8 原案承認 地方自治法第179条第1項の規定により、福生市都市計画
条例の一部を改正する条例を専決処分したため、議会の
承認を求めるもの。

30.6.8 原案承認 地方自治法第179条第1項の規定により、福生市国民健康
保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したため、
議会の承認を求めるもの。

30.6.22 原案可決 地方税法の一部改正に伴い、市たばこ税に係る製造たば
この区分及び税率に関する規定、個人の市民税に係る非
課税の範囲に関する規定、法人の市民税に係る申告納付
に関する規定、固定資産税に係る課税標準の特例に関す
る規定等を整備するため、本条例を改正するもの。

30.6.22 原案可決 地方税法の一部改正に伴い、改修実演芸術公演施設に対
する都市計画税の減額に関する規定等を整備するため、
本条例を改正するもの。

30.6.22 原案可決 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改
正に伴い、家庭的保育事業者等による代替保育及び食事
の提供の特例に関する規定等を整備するため、本条例を
改正するもの。

主           な          内          容

議      決

議      決

主           な          内          容
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議案第34号 福生市学童クラブの設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例

30.6.8 市民厚生

議案第35号 平成30年度福生市一般会計補正予算（第１号） 30.6.8 総務文教
建設環境
市民厚生

議案第36号 福祉センター設備改良工事（機械設備）請負契約 30.6.8 総務文教

議案第37号 福生市表彰条例に基づく自治功労表彰について

議案第38号 福生市表彰条例に基づく自治功労表彰について

議案第39号 福生市表彰条例に基づく一般表彰について

議員派遣について

議案第40号 福生市副市長の選任について

議案第41号 福生市議会議員及び福生市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条
例

30.9.7 総務文教

議案第42号 平成30年度福生市一般会計補正予算（第２号） 30.9.7 総務文教
建設環境
市民厚生

議案第43号 平成30年度福生市国民健康保険特別会計補正予算
（第１号）

30.9.7 市民厚生

付託年月日 付託委員会

（４）第３回定例会（９月４日～９月28日） 会期25日、会議日数５日

付託委員会

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名 付託年月日 付託委員会

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名

（３）第１回臨時会（８月20日） 会期１日、会議日数１日

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名 付託年月日
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年 月 日 結    果
30.6.22 原案可決 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、学童クラブ支援員の資格要件に関する
規定を整備するため、本条例を改正するもの。

30.6.22 原案可決 歳入歳出予算の総額にそれぞれ2850万7000円を追加し、
総額をそれぞれ244億2850万7000円とするもの。

30.6.22 原案同意 福生市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または
処分に関する条例第２条の規定により、福祉センター設
備改良工事（機械設備）請負契約を締結するもの。

30.6.8 原案同意 多年にわたり、農業委員会委員として市の発展に貢献さ
れた村野和男氏を自治功労表彰するもの。

30.6.8 原案同意 多年にわたり、農業委員会委員として市の発展に貢献さ
れた笹本和美氏を自治功労表彰するもの。

30.6.8 原案同意 多年にわたり市の行政に貢献された方々で、文化財保護
審議会委員１名、学校歯科医１名、学校薬剤師１名、予
防接種医１名、交通安全推進委員会委員３名、行政改革
推進委員会委員１名、保護司１名、知的障害者相談員２
名、ふっさっ子の広場機構会議委員及び公民館運営審議
会委員１名、明るい選挙推進委員、廃棄物減量等推進
員、町会長及び交通安全推進委員会委員１名、消防団員
10名、市行政の重要性を深く認識し、絵画を寄附した行
為に対し１名を一般表彰するもの。

30.6.22 決定 閉会中における議員派遣については議長に一任。

年 月 日 結    果
30.8.20 原案同意 福島秀男氏の選任に同意。

年 月 日 結    果
30.9.28 原案可決 公職選挙法の一部改正に伴い、福生市議会議員の選挙に

おけるビラの作成の公費負担に関する規定を整備するた
め、本条例を改正するもの。

30.9.28 原案可決 歳入歳出予算の総額にそれぞれ８億6944万7000円を追加
し、総額を252億9795万4000円とするもの。

30.9.28 原案可決 歳入歳出予算の総額にそれぞれ４億155万6000円を追加
し、総額を72億8561万3000円とするもの。

主           な          内          容

主           な          内          容
議      決

主           な          内          容
議      決

議      決
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議案第44号 平成30年度福生市介護保険特別会計補正予算（第
１号）

30.9.7 市民厚生

議案第45号 平成30年度福生市下水道事業会計補正予算（第１
号）

30.9.7 建設環境

議案第46号 平成29年度福生市一般会計決算認定について 30.9.7 決算特別

議案第47号 平成29年度福生市国民健康保険特別会計決算認定
について

30.9.7 市民厚生

議案第48号 平成29年度福生市介護保険特別会計決算認定につ
いて

30.9.7 市民厚生

議案第49号 平成29年度福生市後期高齢者医療特別会計決算認
定について

30.9.7 市民厚生

議案第50号 平成29年度福生市下水道事業会計決算認定につい
て

30.9.7 建設環境

議案第51号 市道路線の廃止について 30.9.7 建設環境

議案第52号 市道路線の認定について 30.9.7 建設環境

まちの魅力づくり対策特別委員会第一回調査結果
報告について

議案第53号 福生市固定資産評価審査委員会委員の選任につい
て

議員派遣について

議案第54号 福生市行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号
の利用に関する条例の一部を改正する条例

30.12.7 総務文教

議案第55号 福生市福東会館条例の一部を改正する条例 30.12.7 建設環境

議案第56号 福生市長期継続契約を締結することができる契約
に関する条例の一部を改正する条例

30.12.7 総務文教

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名 付託年月日 付託委員会

件　　　　　　　　　名 付託年月日

（５）第４回定例会（12月４日～12月21日） 会期18日、会議日数５日

議 案 番 号 付託委員会
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年 月 日 結    果
30.9.28 原案可決 歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億4027万2000円を追加

し、総額を44億3565万2000円とするもの。

30.9.28 原案可決 歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億5353万9000円を追加
し、総額を15億5977万6000円とするもの。

30.9.28 原案認定 歳入決算額265億9397万1629円、前年度比0.4％の減。
歳出決算額260億5746万8893円、前年度比1.9％の増。

30.9.28 原案認定 歳入決算額82億2221万9677円、前年度比0.4％の減。
歳出決算額78億93万3211円、前年度比0.4％の増。

30.9.28 原案認定 歳入決算額41億7888万9666円、前年度比4.7％の増。
歳出決算額39億3861万5833円、前年度比3.4％の増。

30.9.28 原案認定 歳入決算額11億3906万8747円、前年度比0.2％の増。
歳出決算額11億2712万1918円、前年度比0.7％の増。

30.9.28 原案認定 歳入決算額16億1600万2932円、前年度比6.4％の減。
歳出決算額13億1865万3896円、前年度比13.8％の減。

30.9.28 原案可決 市道に接続した私道の寄附に伴い、当該私道部分を含め
て新たに市道路線を認定したいため、本市道路線を廃止
するもの。

30.9.28 原案可決 市道に接続した私道の寄附に伴い、当該私道部分を含め
て管理するため、本市道路線を認定するもの。

30.9.28 報告書可決 まちの魅力づくり対策特別委員会付議事件中、富士見通
り地区地区計画に提言内容を反映させるため、「富士見
通りについて」調査結果の報告をするもの。

30.9.28 原案同意 佐藤正明氏の選任（再任）に同意。

30.9.28 決定 閉会中における議員派遣については議長に一任。

年 月 日 結    果
30.12.21 原案可決 生活保護法（昭和25年法律第144号）及び行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平成25年法律第27号）の一部改正に伴い、生活に困
窮する外国人に対する進学準備給付金の支給事務を個人
番号利用事務に加えたいので、本条例を改正するもの。

30.12.21 原案可決 福生市福東会館の使用料の額を改定したいので、本条例
を改正するもの。

30.12.21 原案可決 長期継続契約を締結することができる契約を見直すとと
もに、その契約の期間の上限を引き上げたいので、本条
例を改正するもの。

議      決

主           な          内          容

主           な          内          容

議      決
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議案第57号 福生市手数料条例の一部を改正する条例 30.12.7 総務文教

議案第58号 福生市地域会館条例の一部を改正する条例 30.12.7 総務文教

議案第59号 福生市プチギャラリー条例の一部を改正する条例 30.12.7 総務文教

議案第60号 福生市福祉センター条例の一部を改正する条例 30.12.7 市民厚生

議案第61号 福生市営駐車場条例の一部を改正する条例 30.12.7 建設環境

議案第62号 福生市下水道事業の設置等に関する条例 30.12.7 建設環境

議案第63号 平成30年度福生市一般会計補正予算（第３号） 30.12.7 総務文教
建設環境
市民厚生

議案第64号 平成30年度福生市下水道事業会計補正予算（第２
号）

30.12.7 建設環境

議案第65号 福生市福祉センターの指定管理者の指定について 30.12.7 市民厚生

議案第66号 福生市自転車駐車場の指定管理者の指定について 30.12.7 建設環境

議案第67号 福生市営福生駅西口駐車場の指定管理者の指定に
ついて

30.12.7 建設環境

議案第68号 扶桑会館の指定管理者の指定について 30.12.7 総務文教

議案第69号 熊川地域体育館及び福生地域体育館の指定管理者
の指定について

30.12.7 総務文教

議案第70号 福生市民会館の指定管理者の指定について 30.12.7 総務文教

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名 付託年月日 付託委員会
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年 月 日 結    果
30.12.21 原案可決 手数料の見直しを行い、適正な額に改定するとともに、

用語及び規定を整備したいので、本条例を改正するも
の。

30.12.21 原案可決 福生市地域会館の使用料の額を改定するとともに、管理
を指定管理者に行わせる場合における利用料金に関する
規定を整備するほか、扶桑会館の位置を変更したいの
で、本条例を改正するもの。

30.12.21 原案可決 福生市プチギャラリーの使用料の額を改定したいので、
本条例を改正するもの。

30.12.21 原案可決 福生市福祉センターの使用料の額を改定するとともに、
管理を指定管理者に行わせる場合における利用料金に関
する規定のほか、休業日に関する規定を整備したいの
で、本条例を改正するもの。

30.12.21 原案可決 福生市営福生駅西口駐車場の整備に伴い、使用できる自
動車、使用時間及び使用方法に関する規定を整備したい
ので、本条例を改正するもの。

30.12.21 原案可決 下水道事業における事業運営の透明性及び弾力性の確保
並びに財政の健全化に資するため、本事業に地方公営企
業法（昭和27年法律第292号）に規定する財務規定等を適
用したいので、本条例を制定するもの。

30.12.21 原案可決 歳入歳出予算の総額からそれぞれ1954万円を減額し、総
額をそれぞれ252億7841万4000円とするもの。

30.12.21 原案可決 下水道事務（公金システム改良負担金）の補正で、必要
となる財源は予備費で調整しているので、歳出のみの補
正となり、補正額は0円。歳入歳出予算の総額は、補正前
の額と同額。

30.12.21 原案可決 福生市福祉センターの管理運営のため、指定管理者を指
定するもの。

30.12.21 原案可決 福生市自転車駐車場の管理運営のため、指定管理者を指
定するもの。

30.12.21 原案可決 福生市営福生駅西口駐車場の管理運営のため、指定管理
者を指定するもの。

30.12.21 原案可決 扶桑会館の管理運営のため、指定管理者を指定するも
の。

30.12.21 原案可決 熊川地域体育館及び福生地域体育館の管理運営のため、
指定管理者を指定するもの。

30.12.21 原案可決 福生市民会館の管理運営のため、指定管理者を指定する
もの。

主           な          内          容
議      決
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議案第71号 市道路線の廃止について 30.12.7 建設環境

議案第72号 福生市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する条例の一部を改正する条例

議案第73号 福生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例

議案第74号 福生市長等の給与に関する条例の一部を改正する
条例

議案第75号 福生市の一般職の職員の給与に関する条例の一部
を改正する条例

議案第76号 平成30年度福生市一般会計補正予算（第４号）

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に関する意見聴取につ
いて

委員会提出
議案第１号

臓器移植の環境整備を求める意見書

委員会提出
議案第２号

白タク行為への更なる対策強化に関する意見書

委員会提出
議案第３号

森林環境税の活用に関する意見書

議員派遣について

議 案 番 号 件　　　　　　　　　名 付託年月日 付託委員会
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年 月 日 結    果
30.12.21 原案可決 市道として管理する必要がなくなったため、本市道路線

を廃止するもの。

30.12.21 原案可決 東京都の給与改定に準じて、特定任期付職員の期末手当
の支給割合を改定するとともに、平成30年12月期の期末
手当の支給割合の特例を定めるもの。

30.12.21 原案可決 市議会議員に支給する期末手当の支給割合を改定すると
ともに、平成30年12月期の期末手当の支給割合の特例を
定めるもの。

30.12.21 原案可決 市長等に支給する期末手当の支給割合を改定するととも
に、平成30年12月期の期末手当の支給割合の特例を定め
るもの。

30.12.21 原案可決 東京都の給与改定に準じて、一般職の職員の勤勉手当の
支給割合を改定するとともに、平成30年12月期の勤勉手
当の支給割合の特例を定めるもの。

30.12.21 原案可決 議員人件費及び職員人件費の補正で、必要となる財源は
予備費で調整しているので、歳出のみの補正となり、補
正額は０円。歳入歳出予算の総額は、補正前の額と同
額。

30.12.21 諮問どおり
異議ない旨
を答申

島田しのぶ氏の推薦に異議ない旨を答申（再任）。

30.12.21 原案可決 臓器移植を国民にとって安全で身近なものとして定着さ
せるため、臓器移植の環境整備を早急に進めるよう強く
要望するもの。

30.12.21 原案可決 次の事項について所要の措置を講ずるよう強く要請する
もの。
１　白タク行為に該当するようなライドシェアは、利用
　者の安心・安全に極めて大きな懸念があり、さらに、
　改正タクシー特措法の意義を損なうことが危惧される
　ため、十分慎重に検討すること。
２　道路運送法違反である白タク行為に対し、更なる対
　策強化を行うこと。

30.12.21 原案可決 環境税及び譲与税の創設にあたり、以下の事項に取り組
まれるよう強く求めるもの。
１　都内区市町村の譲与税の活用に関する担当窓口を設
　置すること。
２　都内の区市町村に交付される譲与税が、多摩産材な
　ど東京都の森林のために活用されるよう積極的に働き
　かけること。
３　東京都に交付される譲与税を活用し、林業従事者育
　成のための諸施策を強化すること。

30.12.21 決定 閉会中における議員派遣については議長に一任。

議      決
主           な          内          容
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